
○
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第

号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の

預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
三
項
第
五
号
及

び
第
四
項
、
第
四
条
第
四
項
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
並
び
に
第
七

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た

め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
庁
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
庁
令

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和

三
年
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以



下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
係
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
公
的
給
付
の
支
給
等
）

（
公
的
給
付
の
支
給
等
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
還
付
（
行
政
手

一

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
還
付
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第

号
。
以
下

め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法

「
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
十
六
号
又
は
第
五
条
第
一
号
若

別
表
第
二
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
十
三
号
又
は
第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
十
三

し
く
は
第
十
六
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

一
の
二

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ

［
新
設
］

る
年
金
で
あ
る
給
付
又
は
一
時
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
六
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

二

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
若
し
く
は
保
険
料
の
還
付
又

二

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
若
し
く
は
保
険
料
の
還
付
又

は
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

は
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と

成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
支

さ
れ
た
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
支

給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
九
条
第
一
号
、
第
十
一
号
又
は
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
六
条
第
一
号
、
第
十
号
又
は
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も

も
の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
社
会
復
帰

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
社
会
復
帰

促
進
等
事
業
の
実
施
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
号
又

促
進
等
事
業
の
実
施
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
六
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は
第
八

は
第
十
一
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

号
又
は
第
六
条
の
三
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
障
害
児
通
所
給
付
費
、
特
例
障
害
児
通
所

四

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
障
害
児
通
所
給
付
費
、
特
例
障
害
児
通
所

給
付
費
、
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
、
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
又
は
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支

給
付
費
、
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
、
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
又
は
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支

給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
十
七
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
二
十
条
第
二
号
に

給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
十
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
一
条
第
二
号
に
規

規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令

五

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
に
よ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令

第
二
十
九
条
各
号
、
第
三
十
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
三
十
一
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

第
十
二
条
の
三
各
号
、
第
十
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
十
三
条
の
二
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に

も
の
に
限
る
。
）

係
る
も
の
に
限
る
。
）

六

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実
施
又
は
就
労
自
立
給
付
金
若
し

六

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実
施
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省

く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
四
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

令
第
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

で
又
は
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

七

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税
（
同
法
第
一
条
第
一
項
第
四
号

七

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の

に
規
定
す
る
地
方
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
に
よ
る

法
律
に
基
づ
く
条
例
に
よ
る
地
方
税
の
還
付
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
条
第
一
号
、
第
六
号
か

地
方
税
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
五
十
条
第
一
号
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十

ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
若
し
く
は
第
二

号
、
第
十
二
号
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
四
号
、
第
五
十
一

十
三
号
又
は
第
二
十
一
条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係

条
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も

る
も
の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）
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八

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
若
し
く
は
年
金

八

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
若
し
く
は
年
金

で
あ
る
給
付
の
支
給
又
は
任
意
継
続
掛
金
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第

で
あ
る
給
付
の
支
給
又
は
任
意
継
続
掛
金
の
還
付
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
二
条
の
三
第
一

二
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に

号
、
第
二
号
、
第
六
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
規
定
す
る

係
る
も
の
に
限
る
。
）

事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

九

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
又
は
一
時
金
の

九

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
又
は
一
時
金
の

支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
第
二
号
又
は
第

支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
第
二
号

四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

又
は
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
特
別
支

十

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
特
別
支

援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
六
十
一
条
第
一
号
に
規
定

援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
三
条
第
一
号
に
規
定

す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任
意

十
一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任
意

継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
六
十
七
条
第
一
号
、
第
二

継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
一
号
、

号
、
第
十
四
号
又
は
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
二
号
、
第
十
三
号
又
は
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
二

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十

十
二

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
六
十
八
条

三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
四
条

に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
三
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
三

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の

十
三

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の

還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
七
十
一
条
第
八
号
又
は
第
九
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

還
付
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
五
条
第
八
号
又
は
第
九
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

る
。
）

十
四

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
の

十
四

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
の

支
給
又
は
保
険
料
そ
の
他
徴
収
金
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
七
十
五
条
第
二
号
又
は
第
五
号

支
給
又
は
保
険
料
そ
の
他
徴
収
金
の
還
付
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
又
は
第

に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
五

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
（
番
号

十
五

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
（
番
号

利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
八
十
三
条
第
一
号
、
第
二
号
の
二
又
は
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に

利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
三
十
一
条
第
一
号
、
第
二
号
の
二
又
は
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

限
る
。
）

十
六

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
そ
の
他
の
国
税
（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

十
六

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
そ
の
他
の
国
税
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
国
税
の
還

る
国
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
国
税
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
八

付
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
三
十
一
条
の
二
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任

十
七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
の
支
給
、
任

意
継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
八
十
五
条
第
一
号
、
第

意
継
続
掛
金
の
還
付
又
は
一
部
負
担
金
等
の
返
還
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第

二
号
、
第
十
五
号
又
は
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

一
号
、
第
二
号
、
第
十
四
号
又
は
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
八

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭

十
八

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
八

和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
三

十
六
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
九

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け

十
九

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け

又
は
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
九
十
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は
第

又
は
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
三
十
四
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
又
は

九
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
十
六
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
特
別

二
十

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
特
別
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児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害
者
手
当
又
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害
者
手
当
又
は
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
第
二
十
六
号
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
」
と
い

法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
第
二
十
六
号
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
」
と
い

う
。
）
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手
当
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
九
十
三
条
第
一

う
。
）
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手
当
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
三
十
七
条
第
一

号
、
第
二
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
九
十
四
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す

号
、
第
二
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
三
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す

る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
一

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法

二
十
一

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
よ
る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省

律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
よ
る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省

令
第
百
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

令
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
二

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
に
よ
る
公
務
上
の
災
害
若
し
く

二
十
二

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
に
よ
る
公
務
上
の
災
害
若
し
く

は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
又
は
福
祉
事
業
の
実
施
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
一
条
第
一

は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
又
は
福
祉
事
業
の
実
施
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
三
十
九
条
の

号
又
は
第
百
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
第
一
号
又
は
第
三
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
三

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
の
支
給
（
番

二
十
三

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
の
支
給
（
番

号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
八
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
三
の
二

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
よ
る
災
害
弔

［
新
設
］

慰
金
若
し
く
は
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
又
は
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第

百
十
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
四

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ
る
失
業
等
給
付
又
は
育
児
休
業
給
付
の
支

二
十
四

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ
る
失
業
等
給
付
又
は
育
児
休
業
給
付
の
支

給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
十
一
条
第
二
号
又
は
第
百
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
条
の
三
第
二
号
又
は
第
四
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

二
十
五

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医

二
十
五

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医

療
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
十
八
条
第
一
号
又
は
第
百
十
九
条

療
給
付
の
支
給
又
は
保
険
料
の
還
付
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
号
又
は
第
四
十

に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
六

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者

二
十
六

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者

た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百

た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四

二
十
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
七

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

二
十
七

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

に
よ
る
支
援
給
付
の
支
給(

番
号
利
用
法
情
報

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

に
よ
る
支
援
給
付
の
支
給(

番
号
利
用
法
別
表

提
供
省
令
第
百
二
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

第
二
省
令
第
四
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

二
十
八

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
医
療
特

二
十
八

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
医
療
特

別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
、
保
健
手
当
、
葬
祭
料
又
は
介
護
手
当
の

別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
、
保
健
手
当
、
葬
祭
料
又
は
介
護
手
当
の

支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
連
携
提
供
省
令
第
百
二
十
八
条
各
号
、
第
百
二
十
九
条
各
号
又
は
第
百
三
十
条
に

支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
四
条
の
二
各
号
、
第
四
十
四
条
の
三
各
号
又
は
第
四
十
四
条
の

規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
九

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
。
次
号
に
お
い
て

二
十
九

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
。
次
号
に
お
い
て

「
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実

「
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実

施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百

施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四

三
十
一
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十

平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
に
よ
る
年
金
で
あ
る
長
期
給
付
又
は
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利

三
十

平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
に
よ
る
年
金
で
あ
る
長
期
給
付
又
は
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利

用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
三
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
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三
十
一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
、
地
域
支
援
事
業
の
実

三
十
一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
、
地
域
支
援
事
業
の
実

施
又
は
保
険
料
の
還
付
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
三
十
四
条
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十

施
又
は
保
険
料
の
還
付
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、

四
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
二

第
十
四
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十
号
、
第
四

号
、
第
四
十
三
号
又
は
第
四
十
八
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
二
号
、
第
四
十
三
号
若
し
く
は
第
四
十
八
号
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

三
十
二

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支

三
十
二

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支

給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
三
十
八
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
三

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

三
十
三

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
）
に
よ
る
療
養
費
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
三
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係

号
）
に
よ
る
療
養
費
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
九
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る

る
も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

三
十
四

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団

三
十
四

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団

体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給

規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給

（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
四
十
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
四
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
五

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
に
よ
る
農
業
者
年
金
事

三
十
五

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
に
よ
る
農
業
者
年
金
事

業
の
給
付
の
支
給
若
し
く
は
保
険
料
の
還
付
又
は
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行

業
の
給
付
の
支
給
若
し
く
は
保
険
料
の
還
付
又
は
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行

政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
者
年
金
基
金
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
若

三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
者
年
金
基
金
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
八
号
）
若

し
く
は
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

し
く
は
農
業
者
年
金
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
二
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

農
業
者
年
金
基
金
法
に
よ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
四
十
二
条
第
二
号
か
ら
第
七

農
業
者
年
金
基
金
法
に
よ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
七
号

号
ま
で
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
又
は
第
十
七
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ま
で
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
又
は
第
十
七
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
六

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
学
資
の
貸
与
及

三
十
六

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
学
資
の
貸
与
及

び
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
四
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

び
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
七

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六

三
十
七

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六

号
）
に
よ
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
四
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又

号
）
に
よ
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は

は
第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
六
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
八

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

三
十
八

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
四
十
六
条
第
一
号
又
は
第

二
十
三
号
）
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
五
条
第
一
号
又
は
第
九

九
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
八
の
二

国
会
議
員
互
助
年
金
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
一
号
）
又
は
同
法
附
則
第
二

［
新
設
］

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助

年
金
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省

令
第
百
四
十
九
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
十
八
の
三

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
に
よ
る
特
別
遺

［
新
設
］

族
年
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
五
十
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

三
十
九

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
十
九

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
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十
九
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
又
は
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
五
十

十
九
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
又
は
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
六

一
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る

四
十

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
又
は
給
付
遅
延
特
別
加
算

法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
又
は
給
付
遅
延
特
別
加
算

金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
五
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
一

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

四
十
一

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

四
十
七
号
）
に
よ
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
五
十
四
条
に
規
定

四
十
七
号
）
に
よ
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
九
条
に
規
定
す

す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
に
よ
る
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

四
十
二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
に
よ
る
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
若
し
く
は
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
の
支
給
又
は
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の

保
育
給
付
若
し
く
は
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
の
支
給
又
は
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の

実
施
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
五
十
七
条
第
六
号
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
に
規
定
す
る
事
務

実
施
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
九
条
の
二
の
二
第
六
号
、
第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
に
規
定
す

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
三

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る
年
金

四
十
三

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の

生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
九
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
事
務
に
係

に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
四

法
第
十
条
の
特
定
公
的
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
六
十
二
条
に
規
定
す
る
事

四
十
四

法
第
十
条
の
特
定
公
的
給
付
の
支
給
（
番
号
利
用
法
別
表
第
二
省
令
第
五
十
九
条
の
四
に
規
定
す
る

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
四
の
二

「
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措
置
に
つ
い
て
」
（
昭
和
二
十
九
年
五
月

［
新
設
］

八
日
付
け
社
発
第
三
百
八
十
二
号
厚
生
省
社
会
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
外
国
人
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い

者
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
生
活
に
困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
の
取
扱
に
準
じ
た

保
護
の
実
施
又
は
就
労
自
立
給
付
金
若
し
く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
取
扱
に
準
じ
た
就
労
自
立
給
付

金
若
し
く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
六
十
三
条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
又
は
第
百
六
十
四
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
四
の
三

「
特
定
感
染
症
検
査
等
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
付
け
健
発
第
〇
三
二

［
新
設
］

七
〇
一
二
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の
特
定
感
染
症
検
査
等
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
ウ
イ
ル
ス
性

肝
炎
患
者
等
の
重
症
化
予
防
推
進
事
業
に
係
る
陽
性
者
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
の
実
施
（
番
号
利
用
法
情
報

提
供
省
令
第
百
六
十
六
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
四
の
四

「
感
染
症
対
策
特
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
健
発
第
〇
三

［
新
設
］

三
一
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事
業
実
施
要
綱
に
基
づ
く
肝
炎
治
療

特
別
促
進
事
業
の
実
施
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百
六
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

四
十
四
の
五

「
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
付

［
新
設
］

け
健
発
〇
六
二
七
第
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
の
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
実

施
要
綱
に
基
づ
く
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業
の
実
施
（
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
百

六
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
五

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
十
五

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
九
号
に
規
定
す
る
同
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
九
号
に
規
定
す
る
同
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定

め
る
事
務
の
う
ち
番
号
利
用
法
情
報
提
供
省
令
第
二
条
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
準
じ
て
迅
速
に
利

め
る
事
務
の
う
ち
同
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
準
じ
て
迅
速
に
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
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用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
化
を
図
る
べ
き
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
化
を
図
る
べ
き
も
の
と
し
て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
係
る

会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
係
る
公
的
給
付
の
支
給
、
加
入
者
、
事
業
主
そ
の
他
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団

公
的
給
付
の
支
給
、
加
入
者
、
事
業
主
そ
の
他
の
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
そ
の
給
付
に
要

体
以
外
の
者
が
そ
の
給
付
に
要
す
る
費
用
及
び
そ
の
給
付
の
事
業
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
費
用
の
全
部
を

す
る
費
用
及
び
そ
の
給
付
の
事
業
に
関
す
る
事
務
に
要
す
る
費
用
の
全
部
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
年
金
に
係
る
給
付
の
支
給
、
資
金
の
貸
付
け
又
は
地
方
税
、
保
険
料
そ
の
他

年
金
に
係
る
給
付
の
支
給
、
資
金
の
貸
付
け
又
は
地
方
税
、
保
険
料
そ
の
他
徴
収
金
に
係
る
還
付
金
及
び
過

徴
収
金
に
係
る
還
付
金
及
び
過
誤
納
金
（
こ
れ
ら
に
加
算
す
べ
き
還
付
加
算
金
を
含
む
。
）
の
還
付
（
地
方

誤
納
金
（
こ
れ
ら
に
加
算
す
べ
き
還
付
加
算
金
を
含
む
。
）
の
還
付
（
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行

公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
預
貯
金
口
座
に
金
銭
を
払
い
込
む
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

機
関
が
預
貯
金
口
座
に
金
銭
を
払
い
込
む
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

（
登
録
の
申
請
等
）

（
登
録
の
申
請
等
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
又
は
届
出
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
申
請
又
は
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子

２

前
項
の
申
請
又
は
届
出
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
申
請
又
は
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
又
は
届
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
申
請
又
は
届
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
居
所
そ
の
他
の
連
絡
先
に
係
る
情
報

三

電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
に
係
る
情
報

（
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
の
記
録
事
項
）

（
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
の
記
録
事
項
）

第
五
条

法
第
三
条
第
三
項
第
五
号
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
五
条

法
第
三
条
第
三
項
第
五
号
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

申
請
若
し
く
は
届
出
を
し
た
年
月
日
、
法
第
五
条
第
一
項
の
同
意
を
得
た
年
月
日
又
は
法
第
五
条
の
二
第

二

申
請
若
し
く
は
届
出
を
し
た
年
月
日
又
は
法
第
五
条
第
一
項
の
同
意
を
得
た
年
月
日

一
項
の
同
意
（
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
同
意
を
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
を

含
む
。
）
を
得
た
年
月
日

三

申
請
若
し
く
は
届
出
の
受
付
を
し
た
者
又
は
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
一
項
の
提
供
を

三

申
請
若
し
く
は
届
出
の
受
付
を
し
た
者
又
は
法
第
五
条
第
一
項
の
提
供
を
行
っ
た
行
政
機
関
の
長
等

行
っ
た
行
政
機
関
の
長
等

［
四

略
］

［
四

同
上
］

（
第
三
条
に
係
る
通
知
の
方
法
）

（
第
三
条
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
六
条

法
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
四
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
五
条
の
二
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
及
び

第
六
条

法
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
四
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条
第
三
項
の
規
定

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

に
よ
る
通
知
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
一
項
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
者
）

第
九
条

削
除

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
者
は
、
国
税
庁
長
官
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
方
法
）

（
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
方
法
）

第
十
一
条

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

第
十
一
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
提

の
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
提
供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

供
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信

一

第
九
条
に
規
定
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
の
使

回
線
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
送
信
す
る
方
法

を
送
信
す
る
方
法

二

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

二

第
九
条
に
規
定
す
る
者
か
ら
第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い

の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
方
法

う
。
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
送
付
す
る
方
法
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（
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
に
関
す
る
手
続
）

第
十
一
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
等
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
に
関
す

［
新
設
］

る
手
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座

登
録
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
預
貯
金
者
の
個
人
番
号
そ
の
他
の
当
該
預
貯
金
者
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
の

提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
デ
ジ
タ
ル
庁
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
十
五
日
と
す
る
。

３

法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
回
答
を
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
は
葉
書
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
庁
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


	次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。

